
 

 

 

 

☆国・厚労省の２枚舌を許すな！ 
「地域医療構想」による病床削減・機能転換や病院の再編統合の具体化を

一旦、「延期」の通知を発出(3/4,8/31)しながら、「地域医療構想」の実現・

推進（7/17閣議決定-「経済財政運営と改革の基本方針 2020」）を確認する

中、2020年度予算に盛り込まれた「新たな財政支援」（全額国費-84億円）

+「医療介護総合確保基金」（医療分 1,195億円の内、560億円を重点予算）

を使い、病床削減・機能転換や病院統廃合計画の具体化に大判振る舞い！ 

『補助金』申請の期限を切って、計画推進を後押し！ 
 

１>「名指し指定病院」の再検証要請期限 

 

 

２>期限の「延長」通知 
令和２年３月４日及び令和２年８月３１日付けで、厚生労働省医政局長より、再検証等の期限について通

知を発出。 

・具体的対応方針の再検証等の期限について（ 3月 4日付け） 

「2019 年度中とされた見直しの期限に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から

政府として一定期間はイベント等について中止、延期等の対応を要請していること等と歩調を合わせつつ、

厚生労働省において改めて整理の上、通知することとする。」 

 

・具体的対応方針の再検証等の期限について（ 8月 31日付け） 

「再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め方について、「経済財政運営と改革の基本方針

2020」、社会保障審議会医療部会における議論の状況や地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改

めて整理の上、お示しすることとする。」 

と、と 

と、実質的な計画の具体化の延期、棚上げが通知されています。 
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なのに、 

３>「病床機能再編支援補助金」支給要領を『通知』 
（2020年 11月 26日）「厚生労働省医政局地域医療計画課」 

①今年度分の申請・交付のスケジュール（84 億円の争奪に？！） 

 

②支給額の算定方法＝病床の稼働率で補助単価（削減 1床当り）に格差をつける！ 
＊病床稼働率が高くても、病床削減を実施すると補助単価は大幅に増額＝地域医療構想に協力せよ！ 



＊支給額算定事例 



③国の「重点支援区域対象病院」には、補助単価が 1.5倍に増額！ 

 

④2021年 2月 9日「病床機能再編支援補助金」の内示が公表される！ 

（都道府県別―60.6億円/予算 84億円中） 

＊愛知県―６千１百万円。最高＝熊本県４億８千６百万円 
 

＊2021年度予算では、さらに増額され、１９５億円もの予算が組まれています！ 

 


